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１ 

令和６年度定期監査報告書 

 
地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果について、

次のとおり報告します。 

 

１ 監査の期間 

令和６年１２月１８日、１９日（２日間） 

 

２ 監査の対象 

令和６年４月１日から令和６年９月３０日までに執行された財務に関する事務の

執行及び経営に係る事業の管理について監査を行った。 

対象事業は、「監査日程」の事業名、日時、担当課、立会職員を参照。 

 

３ 監査の目的及び着眼点 

町の財務に関する事務及び執行が、法令や条例等に基づき適正及び合理的かつ効

率的に行われているか。また、設備の設置や維持管理が良好であるかを主眼として

実施した。 

 

４ 監査の方法 

上記「２監査の対象」について、事前に提出された資料に基づき、関係書類の確

認や関係職員から説明を求め、監査を実施した。また、現地調査を併せて実施した。 

 

５ 監査の結果 

２０件の対象事業を監査した結果、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理については、法令などに適合し正確に行われ、合理的かつ効果的になされて

おり、おおむね適正であると認められた。 

工事や委託に関しても周辺環境が改善され、特に北公民館一帯は町民や利用者の

利便性と快適性が向上していることが現地調査から示された。 

また、町税などの徴収状況は徴収率向上に努力されており、その成果は顕著に出

ている。将来にわたって持続可能な財政基盤を確立するため、引き続き町税などの

自主財源の確保に努めていただきたい。 

今後も町民の生命及び財産を守り、行政事務を適切かつ計画的・効率的に執行さ

れ、安定した住民サービスの提供が達成されるよう法令遵守の体制を保持し、安全

安心なまちづくりに職員一丸となって取り組んでくださいますようお願いいたしま

す。 

 

６ 検討・要望事項 

交通安全対策として、区画線は交通の流れを適切に誘導するために設置されてお

り、非常に重要な工事であるため、今後も必要な箇所には積極的に設置し、安全対

策に注力していただきたい。 

また、新庁舎建設計画に関しても町民の関心が高いと考えられ、建設位置や庁舎

のレイアウトなどの情報をできるだけ早く提供することを望む。  



２ 

監査日程 
 

（第１日目） 
≪事務監査≫ 

◆１日目 令和６年１２月１８日（水）本庁舎３階 第２委員会室 

時間 担当課 頁 № 事業名 立会職員 

10：00～

11：10 

社会教育 

・体育課 

4 1 北公民館外構工事 

課 長  三村  俊介 

課長補佐  吉田  和子

社教主事  袴田  憲司 

5 2 おいらせ町民プール管理業務委託 

6 3 
芸術文化鑑賞事業公演業務委託

（小学校高学年対象） 

7 

4

～

5 

おいらせの学びカレッジ一般講座

（第１講座）・（第２講座）講師派

遣業務委託 

11：20～

11：40 

まちづくり 

防災課 
8 6 町道区画線設置工事 課 長  久保田  優治 

11：40～

12：00 
保健こども課 9 7 

木ノ下児童センター空調機器設置

工事 

課 長  鈴木  政康 

主  査  倉舘   駿 

13：30～

14：00 
町民課 

10 8 
住民基本台帳ネットワークシステム

機器保守業務委託 課 長  松山  公士 

主 幹  蛯名  忠明 
10 9 

住民基本台帳ネットワークシステム

機器借上 

14：00～

14：30 
政策推進課 

11 10 
総合行政システム等ソフトウェア

保守業務委託（長期継続契約） 
課 長  田中  貴重 

課長補佐  川原  真栄子 

主任主査  齋藤  裕範 11 11 
総合行政システムハードウェア等

保守業務委託（長期継続契約） 

14：40～

15：00 
総務課 12 12 

おいらせ町新庁舎建設基本構想・

基本計画策定業務委託 

課  長  成田  光寿 

主 幹  坂井田   浩 

15：00～

15：30 
税務課 13 13 町税等徴収状況 

課  長  堤   雅之 

課長補佐  中里   浩 

  



３ 

監査日程 
 

（第２日目） 

≪事務監査≫ 

◆２日目 令和６年１２月１９日（木）本庁舎３階 第２委員会室 

時間 担当課 頁 № 事業名 立会職員 

10：00～

11：30 
地域整備課 

14 

14

～

19 

町道住吉町線整備事業 

借家人移転補償 全６件 

課 長 岡本 啓一 

課長補佐 吉田 友紀 

課長補佐 沼尾 安寄人 

主 幹 山中 大樹 

主任主査 保土沢 大樹 
15 20 

農業集落排水処理施設維持管理 

適正化計画策定業務委託 
 

《現地調査》 

◆２日目 令和６年１２月１９日（木） 

時間 担当課 頁 № 事業名 立会職員 

13：30～

13：45 

社会教育 

・体育課 
16 1 北公民館外構工事 課長補佐 吉田 和子 

13：45～

14：10 
保健こども課 16 7 

木ノ下児童センター空調機器設置

工事 

課 長 鈴木 政康 

主  査  倉舘   駿 

14：15～

14：35 

まちづくり 

防災課 
17 6 町道区画線設置工事 課長補佐 川口 邦彦 

  



４ 

監査内容（実施順） 
【社会教育・体育課】 

事 業 名 １.北公民館外構工事                  【現地調査あり】 

事業内容 

青葉郵便局開局に併せて、隣接している北公民館駐車場の外構工事を行った

もの。 

【契 約 業 者】：株式会社柏崎組 

【契 約 金 額】：２９，５５７，０００円（町単独） 

※公共施設等適正管理推進事業債 ２６０万円 

【変 更 契 約】：○１回目：地下埋設物が複数発見され、その対応により遅

れが生じたため工期延長（契約金額変更なし）。 

○２回目：工事数量確定による契約金額減額変更。 

【工 事 概 要】：舗装工   Ａ １，９７９．１０㎡ 

排水施設工 Ｌ    ７９．８７ｍ 

区画線工  Ｌ   ６６３．１０ｍ 

土木、付帯敷設工、撤去工、仮設工 

監査委員

質 疑 

▶繰越事業となった理由は。 

青葉郵便局開局が令和６年５月１日であったため。 

▶変更契約が２回となった詳細理由について伺う。 

１回目の変更は、掘削時に地下から出てきた想定外の埋設物（古い汚水桝な

ど）への対応による工期延長。これによる契約金額変更の必要性は認識してい

たが、今後の工事においても数量変更が見込まれていたため、この時点では工

期延長のみとした。 

２回目の変更は、工事数量の確定による減額。減額の大きな理由は、郵便局

駐車場用地の一部が北公民館駐車場用地にかかっており、その舗装工事区分を

調整していたが、郵便局側が全面施工することとなったため、当方工事の舗装

面積が減少したことによる。 

▶駐車場除雪は誰が行うのか。 

周辺地域の業者が行っている。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

この事業の成果により利用者への効果が確認されており、今後は施設の長寿

命化を図りつつ、北公民館の改修などを実施して、施設の有効活用を継続して

いくことが望まれる。 



５ 

【社会教育・体育課】 

事 業 名 ２.おいらせ町民プール管理業務委託 

事業内容 

町民の心身の健全な発達とスポーツ・レクリエーションの振興を図るととも

に、学校教育における体育活動の用に供することを目的に設置した町民プール

の施設管理実施のため業務委託したもの。 

【業 務 内 容】：○開館準備 

水抜き、清掃、水張など 

○管理運営 

利用者受付、監視及び安全指導、ろ過設備等の機械操作、

気温・水温測定及び水質検査など 

【契 約 業 者】：株式会社三沢警備保障 

【契 約 金 額】：９，６８０，０００円（町単独） 

監査委員

質 疑 

▶前年度も同業者が受託しているが、前年度委託経費に差異はあるものか。 

仕様書に関しては、委託期間や業務内容は前年度と変わらないものの、人件

費や資材の高騰が影響し、全体的に若干の増額が見られた。 

▶準備に要する日数は。 

５月７日から６月１４日までの月曜日から金曜日、８時３０分から１７時ま

で延べ２９日間。 

▶今年度の利用者数は。 

利用者総数、５，２６０人。町内利用者は４，３５４人（８２．８％）、町

外利用者は９０６人（１７．２％）。なお、昨年度は６，９５３人。 

収入は１７万円程。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

開設から７年を迎え、利用者の安全と衛生が重要な要素となっているため、

管理業務委託費の適正性を見直す準備をしておくようお願いする。 

さらに、今年は猛暑日が多かったにもかかわらず、昨年に比べて利用者が減

少していることから、利用者を増やすための取り組みが必要と思われる。 

学校プールとしての利用意義は非常に大きい。 

  



６ 

【社会教育・体育課】 

事 業 名 ３.芸術文化鑑賞事業公演業務委託（小学校高学年対象） 

事業内容 

子どもの豊かな創造力を育むため、芸術鑑賞事業等により優れた文化芸術に

触れる機会を提供するため業務委託したもの。 

【業 務 内 容】：２日間３回公演（演劇「河童の笛」） 

６月２６日２回、６月２７日１回（３小学校の体育館） 

【契 約 業 者】：株式会社劇団民話芸術座 

【契 約 金 額】：６５０，０００円（町単独） 

監査委員

質 疑 

▶公演内容は誰が選定し決定しているのか。 

社会教育・体育課では、公演の実施に関して、まず各業者の公演資料や提供

された情報を詳しく検討し決定している。そして、小中学校全体の公演が可能

な日程を調整し、その日程に適合する業者を選定するという手順を踏んでい

る。この過程を通じて、適切な業者を決定することが重視されている。 

▶来年度も実施する予定か。また今後の公演料額の推移は。 

来年度も演劇、音楽、古典芸能をサイクルで実施する予定。この事業は情操

教育を目的としており、団員が増えることで予算は増額されるが、少人数の場

合は公演の意義が半減する。そのため、予算内で質の良い業者を探しながら、

計画的に実施していくことを目指している。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 
団員が演じる姿を観賞することは、子供たちの心を豊かに育むために非常に

重要であるため、今後もこの取り組みを継続していただきたい。 

  



７ 

【社会教育・体育課】 

事 業 名 
４.おいらせの学びカレッジ一般講座（第１講座）講師派遣業務委託 

５.おいらせの学びカレッジ一般講座（第２講座）講師派遣業務委託 

事業内容 

豊かな人間性を育む生涯学習推進事業として、町民の多様な学習ニーズに対

応し、地域課題や行政課題など、現代的課題をとらえた多種多様な学習機会の

提供を行い、地域力向上に向けた人材育成を図るため、おいらせの学びカレッ

ジの実施のため業務委託したもの。 

監査№４ 

【業 務 内 容】：７月１８日 おいらせ町民交流センター 

講師 矢野 燿大 氏 

【契 約 業 者】：ワールド企画有限会社 

【契 約 金 額】：１，０００，０００円（町単独） 

 

監査№５ 

【業 務 内 容】：８月８日 おいらせ町民交流センター 

講師 山田 邦子 氏 

【契 約 業 者】：ワールド企画有限会社 

【契 約 金 額】：７７７，６４０円（町単独） 

監査委員

質 疑 

▶第１講座と第２講座、それぞれの受講者数は。 

第１講座、約８０名で第２講座は約１６０名であった。 

▶参加人数にバラつきがある。防災放送広報周知の数を増やしてみてはどうか。 

防災放送は、主に災害時に情報を伝えるための手段として使用されており、

その他の用途には制限がある。情報提供のためにホームページやＳＮＳなど別

の手段を活用して周知をしている。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

学びカレッジの趣旨を守るためには、適切な講演者を選ぶことが重要であ

り、さらに受講者を増やす対策として広報活動にも力を入れる必要がある。こ

れにより、受講者の増加が期待されるため、さらなる広報活動をお願いする。 

  



８ 

【まちづくり防災課】 

事 業 名 ６.町道区画線設置工事                 【現地調査あり】 

事業内容 

過去に設置した区画線等が薄くなってきており、順次塗りなおしを行うため

工事をしたもの。 

【契 約 業 者】：東日本ライナー株式会社 

【契 約 金 額】：２，７７７，７６５円（町単独） 

【変 更 契 約】：区画線設置数の変更（契約金額変更なし）。 

【工 事 概 要】：中心線破線、中心線実線、外周線実線、ゼブラ、停止線実

線、強調線破線、止まれ文字 延べ４，１６０．２０ｍ 

監査委員

質 疑 

▶毎年度実施しているが、本年度は従来と違った点はあるか。 

また、地域住民からの要望はあるものか。 

例年通り、人口規模に対して交通安全対策特別交付金が少ないため、予算内

で実施している。地域住民から塗替えに対する要望は少ないが、薄くなってい

る場所に関する情報提供は時々ある。施工箇所は、当課で事前の現場調査を行

い優先すべき路線・箇所を選定の上、道路工事等が行われ区画線が引かれる場

所を除くなどして決定している。 

▶契約変更に伴う契約額の変更はあったのか。 

塗装場所及び区画線の設置距離の変更であり契約金額の変更はなかった。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

この工事は、交通安全対策上、非常に効果的で重要なものである。 

交通事故を防止するために、予算を増やしてでも必要な箇所に積極的に工事

を実施し、安全対策を徹底してほしい。 

  



９ 

【保健こども課】 

事 業 名 ７.木ノ下児童センター空調機器設置工事         【現地調査あり】 

事業内容 

施設内の温度を管理し、利用する児童等の熱中症対策を行うため工事をした

もの。 

【契 約 業 者】：有限会社松本水道 

【契 約 金 額】：７，２１６，０００円 

国  ２，４０５，０００円 補助率１／３ 

県  ２，４０５，０００円 補助率１／３ 

町 
 ２，４０５，０００円 補助率１／３ 

     １，０００円 町単独 

【工 事 概 要】：設置数８台 

監査委員

質 疑 

▶冷暖房対応か。 

冷暖房対応である。なお冬季期間は、既存の暖房設備を主に使用している。 

▶設置に伴い光熱水費の比較状況をお知らせいただきたい。 

指定管理料に電気代も含まれており、指定管理者が上限の電気料金額を決め

ているため、詳細は把握していない。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

児童が快適に利用できる環境を整えるため、今後も計画的に設備の改善を行

うことが重要である。これは、こどもたちが安全で快適な環境の中で過ごすた

めに必要な措置であり、教育や生活の質を向上させるために欠かせない取り組

みである。 

  



１０ 

【町民課】 

事 業 名 
８.住民基本台帳ネットワークシステム機器保守業務委託 

９.住民基本台帳ネットワークシステム機器借上 

事業内容 

監査№８ 

住基ＮＷＳ機器（ＣＳサーバ、ＣＳ端末等）及びソフトウェア保守対応、バ

ージョンアップ及び各種アプリケーション適用実施、現地作業対応（運用支援

対応）を業務委託したもの。 

【契 約 業 者】：株式会社ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ北東北営業所 

【契 約 金 額】：８１０,４８０円 

【契 約 期 間】：令和６年４月１日から同年６年９月３０日 

 

監査№９ 

地方公共団体情報システム機構（Ｊ-ＬＩＳ）で定める市町村機器整備概要

に対応したＣＳサーバ、ＣＳ端末並びに周辺機器一式（プリンタ、ハブ、ファ

イアウォールほか）の導入・機器借上をしたもの。 

【契 約 業 者】：ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 

（現 みずほ東芝リース株式会社） 

【賃 貸 借 料】：１，２６０,６００円 

（令和６年４月１日から同年９月３０日分） 

【賃貸借期間】：令和元年１０月１日から令和６年９月３０日 

（長期継続契約総額：１２，６０６，０００円） 

監査委員

質 疑 

▶機器設置場所３箇所とはどこか。 

本庁舎電算室、本庁舎町民課、分庁舎町民課分室。 

▶保守期間を半年契約期間となった理由は。 

 また、借上契約期間を単年度としたと事前説明があったが、その理由は。 

監査№９「住民基本台帳ネットワークシステム機器借上」の期間に合わせた

保守業務のため半年となっている。残り半年分の保守業務委託契約は翌年３月

３１日までとして契約を締結した。 

機器借上については、１０月１日から翌年９月３０日までの単年度再借上契

約を締結。単年度とした理由は、国で進めている全国市区町村一律各システム

標準化に伴う新規機器の導入を来年度以降予定しているため。 

▶再借上契約の金額は。 

再借上料は、月額１９，１００円（税別）で当初月額の１０分の１となって

いる。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 適切に執行・管理されており特に無し。 

 

  



１１ 

【政策推進課】 

事 業 名 
１０.総合行政システム等ソフトウェア保守業務委託（長期継続契約） 

１１.総合行政システムハードウェア等保守業務委託（長期継続契約） 

事業内容 

監査№１０ 

基幹系、内部情報系システム等のソフトウェア等を最新の状態に保ち、安

定稼働を図るとともに、庁内ネットワークの運用支援や障害発生時の対応等

を行うため業務委託したもの。 

【契 約 業 者】：株式会社ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ北東北営業所 

【契 約 金 額】：１５，０８１,０００円 

（令和６年４月１日から同年９月３０日分） 

【契 約 期 間】：令和２年４月１日から令和６年９月３０日 

（長期継続契約総額：１３５，７２９，０００円） 

 

監査№１１ 

総合行政システムを運用するためのサーバーや高速ドットプリンタなどの

ハードウェア等を適切な状態に保ち、安定稼働を図るとともに、障害時の現

地対応等を行うため業務委託したもの。 

【契 約 業 者】：株式会社ＷｏｒｋＶｉｓｉｏｎ北東北営業所 

【契 約 金 額】：２，２４４,０００円 

（令和６年４月１日から同年９月３０日分） 

【契 約 期 間】：令和２年４月１日から令和６年９月３０日 

（長期継続契約総額：２０，１９６，０００円） 

監査委員

質 疑 
特筆事項無し。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 
役場業務の根幹となるシステムであり、トラブルで役場機能が停止すること

がないよう、適切な管理を継続していただきたい。 

  



１２ 

【総務課】 

事 業 名 １２.おいらせ町新庁舎建設基本構想・基本計画策定業務委託 

事業内容 

おいらせ町の新庁舎建設の検討の経過や基本的な考え方についてまとめた

基本構想と、それに基づき新庁舎の規模、必要な機能、配置計画、事業手法、

概算事業費、全体スケジュール等をまとめた基本計画の策定を目的として業務

委託したもの。 

【契 約 業 者】：株式会社八洲建築設計事務所 

【契 約 金 額】：９，１８５，０００円（町単独） 

※公共施設整備基金繰入金 ９００万円 

【成 果 物】：おいらせ町新庁舎建設基本構想・基本計画書 

○本編  ５０冊 

○概要 ３００冊 

監査委員

質 疑 

▶新庁舎建設に対する今後の大まかなスケジュールは。 

次の３つの業務委託は一般競争入札で落札。 

基本・実施設計は十和田市にある(株)石川設計、測量は八戸市内にあるエイ

ト技術(株)、地質調査は八戸市内にある(株)東北基礎調査となっており、工期

はいずれも令和８年２月２８日までとなる。 

令和７年６月末に基本設計を終了する予定。来年度は実施設計、及び用地交

渉を進め、令和８年度から造成工事に着手。 

建設は令和１０年度からで、約３年間の工期を見込んでおり令和１３年３月

末までに工事完了。 

供用開始目標は、令和１４年４月というスケジュール。 

なお、来年の６月頃には町民へ広報等で進捗状況や庁舎レイアウト情報を提

供する予定。 

▶用地買収に伴い地権者との交渉があると思うが何名ぐらいとなるのか。 

 また、埋蔵文化財の調査結果は。 

２０名であり、今後地権者に対する事業説明会を開催予定。埋蔵文化財調査

に関しては庁舎、病院建設予定敷地の一部は完了し特に問題はなかった。北側

山林に設置予定である職員駐車場はこれから調査となる。 

▶入札業者を１者とした理由は。 

プロポーザル方法とし最も優れた提案業者と契約を締結。なお、プロポーザ

ル参加者は２者であり、もう１者は(株)みちのく計画。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

これまでの取り組みが具現化することが予想されるため、進捗に応じて町民

に新庁舎のレイアウトなどの情報を発信するように。また、日常業務の傍ら建

築業務に携わる職員には大変な苦労があると思われるが、引き続き頑張っても

らいたい。 

 



１３ 

【税務課】 

事 業 名 １３.町税等徴収状況 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月末時点で、町税全体の徴収率は前年度と比較して減少しており、その主

な要因は町民税と後期高齢者医療保険料の徴収率低下によるもの。 

町民税では定額減税の影響で、特別徴収の徴収月数が１１回となったことで

収入が減少し、徴収率の低下となっているが、来年の５月末には前年度並みの

徴収率になる見込み。 

一方、後期高齢者医療保険料は被保険者の増加によって収入が増えたもの

の、普通徴収の賦課割合が増加したことで徴収率の低下となった。 

引き続き電話催告や夜間の臨戸訪問、滞納分も含む臨戸訪問徴収に力を入れ

ており、１１月末の段階では９月末よりも改善された状況となっている。 

また、町民税と国民健康保険税の電子納付方法を拡充し、ＱＲコードを使っ

た支払いを広報等で周知している。 

監査委員

質 疑 
特筆事項無し。 

監査結果 書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

徴収対策として、役場職員一丸となって夜間臨戸訪問などを実施し、大きな

成果を上げている。滞納者へ納付に対する意識が高まると思われるので、ぜひ

今後も継続していただきたい。 

また、悪質な滞納者には県滞納整理機構への移管も含め、厳しい対応で臨ん

でいただきたい。 

 

令和6年9月30日現在

特記事項

現年 △ 75,491 千円 3.9ポイント 減

滞納 303 千円 2.1ポイント 増

合計 △ 75,188 千円 3.7ポイント 減

現年 6,784 千円 1.1ポイント 減

滞納 25 千円 0.4ポイント 増

合計 6,809 千円 1.3ポイント 減

現年 16,600 千円 0.8ポイント 増

交付金 △ 4 千円

滞納 206 千円 2.3ポイント 増

合計 16,802 千円 1.1ポイント 増

現年 1,697 千円

滞納 55 千円 2.8ポイント 増

合計 1,753 千円 0.4ポイント 増

現年 △ 233 千円 0.2ポイント 増

現年 △ 50,647 千円 0.6ポイント 減

滞納 590 千円 2.3ポイント 増

合計 △ 50,057 千円 0.4ポイント 減

現年 △ 696 千円 0.3ポイント 増

滞納 △ 544 千円 1.0ポイント 増

合計 △ 1,240 千円 0.8ポイント 増

現年 9,154 千円 1.9ポイント 増

滞納 115 千円 3.1ポイント 増

合計 9,269 千円 1.9ポイント 増

現年 9,297 千円 3.5ポイント 減

滞納 36 千円 0.8ポイント 増

合計 9,332 千円 3.3ポイント 減

現年 △ 32,892 千円 0.4ポイント 減

滞納 197 千円 1.6ポイント 増

合計 △ 32,695 千円 0.1ポイント 減

家屋の課税額及び徴収率の向上により増収して
いる。

軽自動車税
（種別割）

課税台数の増により増収している。

たばこ税

徴収率差引

増減なし

増減なし

※四捨五入の都合上、一部合わない場合があります

国民健康保険税 国保加入世帯数の減少により減収している。

介護保険料
被保険者の増及び徴収率の向上により増収して
いる。

後期高齢者
医療保険料

被保険者数の増加により増収している。また、普
通徴収の賦課割合が増えたことにより9月末時
点において徴収率が大幅に減となっている。

全　体

新規滞納者の減少を狙いとし、現年課税分を優
先に、文書による催告書の送致、電話催告及び夜
間臨戸訪問等により滞納者と納税折衝を実施す
る。

町税全体

税種別 収納増減額

町民税

個
人

定額減税の影響により9月末時点において収入
及び徴収率が大幅に減となっている。

法
人

法人税割が昨年度より増額となった法人数が増
えたため増収している。

固定資産税



１４ 

【地域整備課】 

事 業 名 

１４.町道住吉町線整備事業 借家人移転補償 

～ 

１９.町道住吉町線整備事業 借家人移転補償 

事業内容 

町道住吉町線整備事業用地内の木造２階建貸家撤去に伴い、貸家入居者に対

し移転補償をしたもの。 

補償費項目 該当監査№ 

【工作物移転料】：１式 １５・１６ 

【動産移転料】：１式 １４・１５・１６・１７・１８・１９ 

【借家人補償金】：１式 １４・１５・１６・１８・１９ 

【移転雑費補償金】：１式 １４・１５・１６・１７・１８・１９ 

６件合計移転補償費：３，７９３，３８９円 

監査委員

質 疑 

▶移転補償に関する基準などがあればお知らせいただきたい。 

国の基準に基づき、調査及び補償費の算定を行っている。 

▶工作物移転料等の内容はどういったものか。 

工作物移転料は、移設可能な工作物（看板、物置）の移設費用や、移設不可

能な工作物（ブロック塀など）の再築に際し、同種同等のものを新設するため

の費用に再築補償率を乗じた額を補償するもの。また、今回の工作物移転料は

インターネット回線の移設費となっている。 

動産移転料は、建物の移転に伴い、家財道具などを新たな借家に移動するた

めの補償。 

借家人補償金は、従来の家賃と従来と同程度の貸家の標準的な家賃との差額

を補償するもの。 

移転雑費補償金は、移転先の選定に要する費用や移転旅費、及び就業できな

いことによる損失を補償するもの。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

インフラ整備は住民にとっての安全や安心を確保するために不可欠で重要

な事業である。令和１２年度の完了予定とあり、そのためには、長期にわたる

大変な作業が求められるが、初期の目的が達成されるように計画的に進めてい

ただきたい。 

 

  



１５ 

【地域整備課】 

事 業 名 ２０.農業集落排水処理施設維持管理適正化計画策定業務委託 

事業内容 

既存の農業集落排水施設の再編・集約、施設規模又は汚水処理方式の適正化

及び省エネルギー技術導入等の維持管理の効率化・適正化の計画を策定するた

め業務委託したもの。 

【契 約 業 者】：青森県土地改良事業団体連合会 

【契 約 金 額】：６,８７５,０００円 

県   ６,５００,０００円 補助率１００％ 

町    ３７５,０００円  

【変 更 契 約】：履行期限の変更 

【成 果 物】：農業集落排水処理施設維持管理適正化計画書 

製本２冊及びＰＤＦデータ 

監査委員

質 疑 

▶計画書策定後、施設に対し近々に行わなければならい業務はあるものか。 

現状では特に急ぐ必要はなく、施設は現状維持とされている。 

今後の計画として、令和１５年度までに三沢市と協議し施設の統合を目指す

方針が示されている。また、施設の老朽化については注意を払い、施設の規模

や処理の適正化を進めることが重要とされている。 

監査結果 契約書類関係を確認済。指摘事項無し。 

監査所見 

稼働している機器に注意を払い、国や県からの補助金を活用して機器の修理

を適切なタイミングで実施し、利用者の生活に影響を与えないよう努めていた

だきたい。 

 



１６ 

現地調査 

 

１．北公民館外構工事 

   

   

監査所見 

駐車場の拡幅と排水溝の整備が行われたことにより、施設を訪れる人々の

利便性が向上し、施設の活用につながると考えられる。これにより、訪問者

のアクセスが改善され、より多くの人々がこの施設を利用することが期待さ

れる。 

 

 

６．町道区画線設置工事 

   

監査所見 
交通安全対策のための非常に重要な工事であるので、未実施個所があれ

ば予算の増額を求め、安全対策をしっかりと実施していただきたい。 

 

 

 

 

 



１７ 

 

７．木ノ下児童センター空調機器設置工事 

   

   

監査所見 

猛暑が続く夏場でも子供たちが元気に過ごせるすばらしい施設であり、設

備です。児童等が快適に利用できるよう計画的な設備の改善を今後も進めて

いただきたい。 

 

 


